


合併に係る事前開示書類 
 
 会社法第７８２条第１項および会社法施行規則第１８２条の定めに従い、下記のとおり吸

収合併契約等の内容その他法務省令に定める事項を記載した書面を備え置くこととします。 
 
１．吸収合併契約 
別添のとおり、２０２６年４月６日付で吸収合併契約書を締結しました。 

 
２．対価の相当性および割当ての相当性 
吸収合併存続会社である三井金属株式会社と吸収合併消滅会社である当社は、完全親子

会社間の合併であるため、合併に際しては合併比率の取り決めもなく、合併対価の交付

はありません。 
 
３．対価について参考となるべき事項 
吸収合併存続会社である三井金属株式会社と、吸収合併消滅会社である当社は、完全親

子会社間の合併であるため、合併に際しては合併比率の取り決めもなく、合併対価の交

付はありません。 
 

４．吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性 
吸収合併消滅会社である当社は、新株予約権を発行していません。 

 
５．吸収合併存続会社の計算書類等に関する事項 
  吸収合併存続会社である三井金属株式会社は、有価証券報告書を関東財務局に提出し

ております。最終事業年度に係る計算書類等については、金融商品取引法に基づく有

価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム（EDINET）によりご覧いただ
けます。 

 
６．吸収合併存続会社における重要な後発事象に関する事項 
吸収合併存続会社である三井金属株式会社において、最終事業年度（２０２４年４月

１日～２０２５年３月３１日）の末日後に発生した重要な財産の処分、重大な債務の負

担その他会社財産の状況に重要な影響を与える事象は、以下のとおりであります。 
 
（１）連結子会社株式の売却について 
三井金属株式会社は、２０２５年５月１３日開催の取締役会において、連結子会社であ

る三井金属アクト株式会社の全株式を株式会社ハイレックスコーポレーションに譲渡

することを決議し、同日付で締結した株式譲渡契約に基づき、２０２５年１１月４日に

譲渡を完了しております。 
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７．吸収合併消滅会社における重要な後発事象に関する事項 
吸収合併消滅会社である当社において、最終事業年度（２０２４年４月１日～    

２０２５年３月３１日）の末日後に発生した重要な財産の処分、重大な債務の負担その

他会社財産の状況に重要な影響を与える事象は、生じておりません。 
 
８．債務の履行の見込みに関する事項 
  本吸収合併後の吸収合併存続会社の収益状況について、吸収存続会社である三井金属の

債務の履行に支障を及ぼすような事態は、現在のところ予測されておりません。従いま

して、本吸収合併後における吸収合併存続会社である三井金属の債務について履行の見

込みがあると判断いたします。 
 
９．事前開示開始日以降に上記事項に変更が生じたときは、変更後の当該事項 
変更がありましたら、ただちに開示いたします。 

 
原本に相違ないことを証明します。 
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